建物賃貸借（家賃保証）契約書

　賃貸人　　　　　　　（以下「甲」という。）と賃借人　　　　　　　　　　（以下「乙」という。）は、甲所有の建物賃貸借及び家賃保証について、次の通り合意し、この契約を締結する。

賃貸物件の表示

所    在
東京都

種    類
居宅
構    造
鉄筋コンクリート造　

床面積　　　　平方メートル

賃貸借条件

　　引渡予定日　　　　　　平成　　年　　月　　日

　　月額保証賃料　　金　　　　円

　　振込先口座　　　　　銀行　　支店

　　口座番号　　普通預金　　No.

　　口座名義　　　　　　　　

第１条（目的）

　甲は乙に対し、乙が第三者（以下、入居者という。）に転貸することを承諾の上、上記賃貸物件の表示に記載のある建物（以下、本物件という。）を一括賃貸し、乙は入居者の有無にかかわらず甲に対し定額の家賃（以下、保証賃料という。）を保証して支払う。

第２条（契約の期間）　

　本契約の期間は、本日より頭書条件の保証賃料支払開始日より３ヶ年間の満了日とする。但し期間満了に際し双方より何等の申出がない場合、本契約と同一の条件をもって、更に３ヶ年の期間、更新するものとする。

第３条　（保証賃料）

　１．乙は甲に対し本物件の月額保証賃料を表記の通り支払うものとし、その支払は毎月末日まで翌月分を甲の指定する銀行口座に振込んで支払うものとする。

　２．前項の保証賃料が１ヶ月に満たない場合は日割計算とする。但し、振込みに要する費用は乙が負担する。

　３．将来、経済情勢の激変、物価の著しい変動、公租公課の大幅な増減、又は本物件の周囲の環境の著しい変化等により、第１項の保証賃料が不相当となったときは、甲乙協議の上保証賃料を増減することができる。

　　　但し、本文の保証賃料が甲・乙の協議により増減した場合、改定後の保証賃料は、協議成立後１ヶ月経過した日以後に、最初に到来する月の１日から適用するものとする。

第４条（管理業務）

　１．乙は、本物件及び表記敷地を定期的に点検し、補修もしくは取替えの必要のある箇所を発見したときは、速やかに甲に報告するものとする。

　　　乙は甲の設置する表記賃貸物件の表示にある駐車場の管理運営も行なうものとする。

　２．乙は、第10条に基づく補修が必要な場合、その補修、取替えの実施を行なうものとする。

第５条（物件の整備）

　甲は、乙に対し、下記各号条件のすべてを整え、頭書の引渡し日までに本物件を引渡す。

　（1）本物件が、建築請負業者より甲に対し、完成引渡しが完了していること。

　（2）本物件の生活設備（ガス、電気、水道等）がすべての検査を完了し、使用可能な状態であること。

　（3）本物件につき、防犯施設（ドアのカギ、フェンス等）又は消防上必要な設備が整っていること。

第６条（火災保険）

　１．甲は本物件に対し、その時価相当額を保険金額とする住宅総合火災保険を付保するものとする。又、甲は本物件の建物及び敷地内における諸設備損壊等に起因することによる第三者の事故賠償を目的とした施設賠償責任保険を付保する。

２．万一火災等により本物件が滅失毀損した場合は、本物件の損害は保険金により補填するものとし、乙は一切の責任を負わないものとする。又、施設賠償責任保険に該当する事故が生じた場合は、乙は速やかに甲に連絡するとともに、第三者に対し保険の範囲内での対処を成し、それ以外転貸に関する一切の責任を負わないものとする。

第７条（保証賃料の支払開始日）

　頭書に定める保証賃料支払開始日は、頭書記載の引渡し予定日を基準に定めるものであって、万一、引渡し予定日が遅延した場合は、当然、この保証賃料支払開始日も、その日数に応じて延期されるものとする。又、頭書に定める引渡し予定日が、遅延することによって、入居者に実損が生じたときは、甲は、その負担をしなければならない。

第８条（敷金）

　１．入居者が差し入れる敷金は全て乙が保管するものとし、この契約締結日前に敷金の預託を受けているときは、この締結の日に甲は乙に移管する。

　　　但し、乙が保管する敷金には利息は付けない。

　２．入居者との貸家賃貸借契約が終了した場合の敷金の精算及び入居者への返還は、乙が行なう。

　３．本契約が失効したときは、乙は契約失効後２ヶ月以内に、現に乙が保管する敷金を甲に移管する。

第９条（礼金）

　１．入居者より乙が受領する礼金・更新料は、全額乙が取得するものとする。

　２．乙は甲に対し、礼金・更新料を支払わないものとする。

第10条（補修費等の負担）

　１．甲は次の項目の費用損失を負担するものとする。

　（1）本物件建物本体の滅失、破損、損耗（地震、火災、風水害その他の不可抗力によるもの及び第三者の毀損行為によるものを含む）

　（2）浄化槽、設置物の設置並びに維持補修、及び自動火災報知器の維持管理、点検費用並びに消化剤の取替

　（3）経年変化による内装の補修、取替（耐用年数経過後）、畳床の取替（耐用年数経過後）並びに外壁の維持補修

　（4）設備機器、衛生設備類の経年変化による滅失損耗による修理、取替

　（5）本物件建物及び本物件敷地に関する公租公課

　２．乙は、前項の補修費等の単価が１万円以内のものについては甲の承諾なくして施工できるものとし、１万円を超えるものについては、甲の承諾を得て施工するものとする。

　３．前各項により、甲が負担すべき費用につき、乙がこれを立替えたときは、甲は翌月の保証賃料より相殺して償還するものとする。

　４．乙は、甲のために立替えた費用等があるときは、第３条に定める保証賃料より相殺することができる。但しこの場合、その明細報告書の送付をもって、甲に対し報告しなければならない。

第11条（契約の解除）

　１．次の各号の一に該当する事項が生じた場合は、甲又は乙は、相手方に対し、何らの催告も要せず、単に通知するのみで、即時本契約を解除することができるものとする。

　（1）本物件の引渡しが表記に定める引渡し予定日より３ヶ月以上遅延した場合、もしくは遅延することが明らかとなった場合。

　（2）第３条３項に基づく保証賃料の増減についての甲乙間の協議が、賃料改定の申出があった日から３ヶ月以内に決定されない場合。但し、解除前の賃料額は、従前の賃料額とする。

　（3）本物件建物の全部又は一部が滅失、毀損、損傷又は破損したことにより、本物件建物が賃貸として使用することができなくなったと乙が判断した場合。

　２．甲又は乙は、相手方が本契約に違反したときは、相手方に対し、１０日間の猶予期間内に是正すべき旨の勧告を行ない、なお是正されない場合は、本契約を解約することができるものとする。

　３．甲及び乙は、自己の都合により、３ヶ月の予告期間を以て相手方に解約の通告をし、予告期間満了の日を以て本契約を解約することができるものとする。

第12条（諸費用の徴収）

　乙は必要に応じ、甲の承諾を得て入居者より諸雑費を徴収し、必要なる諸費用に充当することができる。但し、この費用は甲との間では精算しない。

第13条（転貸）

　１．乙は、本物件について、随時、任意に入居条件及び使用目的等を定め、転貸することができるものとする。

　２．乙は、入居者の概要等を定期的に甲に通知するものとする。

第14条（原状回復）

　１．本契約が終了し、乙が甲に対し、本件建物を明渡すときには本物件を原状に回復して明渡す。

　２．前項において、本契約が終了した場合、乙と入居者（転借人）の貸室賃貸借契約が継続中のときには、甲は乙から、乙と入居者との間の転貸借契約上の地位を当然に承継するものとする。但し、この場合、乙は返還時の現状のまま本物件を甲に明渡すものとする。

　３．本契約が終了したにも拘わらず、乙と入居者（転借人）、不法占拠者、その他利害関係人との間で、貸室賃貸借契約又は、本件建物に関して生じた訴訟その他の紛争あるときには、第１項の原状回復の履行において、乙がその紛争を解決し、終了させたうえで、本物件を引渡すこととし、甲に迷惑をかけないものとする。

　４．前項により、乙が紛争を解決する間は、乙は甲に対し返還未了の本物件につき、従前の保証賃料を支払うものとし、乙は保証賃料以外明渡遅延の責任を負わないものとする。

第15条（善管注意義務、協力義務）

　乙は、誠実、かつ、善良なる管理者の注意をもって、本契約に定める事項の実施を行ない、甲は、その実施に必要な協力を誠意をもって、行なわなければならない。

第16条（本契約規定外事項）

　本契約に定めのない事項については、甲乙協議の上、誠意をもって処理しなければならない。

　本物件の引渡し前に成立している建物賃貸借契約についての紛争が生じたとき、甲は、乙の行なう処理について協力するものとする。

平成　　年　　月　　日

賃貸人（貸主）　　住　所  　　

　　（甲）　　　　氏　名　　　　

賃借人（借主）　　住　所　　

　　（乙）　　　　氏　名　　　有限会社

　　　　　　　　　　　　　　　取締役　　

